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自
衛
官
自
殺
問
題
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
の
中
で
も
、
自
衛
官
・
防
衛
省
関
係
者
の
自
殺
者
が
突
出
し
て
多
い
こ
と
が
か
ね
て
か
ら
の
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
平
成
十
六
年
度
か
ら
十
八
年
度
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
百
人
、
百
一
人
、
百
一
人
と
、
三
年
連
続
で
自
殺
者
が
百
名
を
超
え
、

十
九
年
度
も
八
十
九
名
の
自
殺
者
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
七
年
度
に
人
事
院
が
ま
と
め
た
十
万
人
当
た
り
の
国
家
公
務

員
の
自
殺
者
数
十
七
�
七
人
と
比
較
し
て
も
、
自
衛
官
・
防
衛
省
関
係
者
は
十
八
年
度
十
万
人
当
た
り
三
十
八
�
三
人
と
な

り
、
国
家
公
務
員
全
体
の
二
倍
強
と
、
国
家
公
務
員
の
中
で
も
突
出
し
て
多
い
こ
と
が
防
衛
省
自
身
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
に
お
け
る
自
衛
官
・
防
衛
省
関
係
者
の
自
殺
者
数
は
ど
の
様
に
推
移
し
て
い
る
か
、
ま
た

そ
れ
は
国
家
公
務
員
全
体
の
十
万
人
当
た
り
の
自
殺
者
数
と
比
較
し
て
ど
の
程
度
高
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
詳
細
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

前
文
で
触
れ
た
様
に
、
自
衛
官
・
防
衛
省
関
係
者
の
自
殺
者
が
突
出
し
て
多
い
こ
と
に
つ
い
て
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
と
し

て
ど
の
様
な
見
解
を
有
し
、
ま
た
右
の
背
景
に
は
ど
の
様
な
要
因
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
問
題
に
ど

の
様
に
対
処
し
て
い
く
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



三

過
去
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
一
二
号
）
で
は
、
自
衛
官
・
防
衛
省
関
係
者
の
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て

「
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
特
定
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
『
病

苦
』
、
『
借
財
』
、
『
家
庭
問
題
』
、
『
職
務
』
、
『
そ
の
他
・
不
明
』
と
い
う
区
分
に
整
理
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
い
じ
め
の
定
義
と
は
何
か
、
自
衛
隊
に
お
い
て
、
上

司
に
よ
る
部
下
へ
の
い
じ
め
、
ま
た
は
同
僚
間
で
の
い
じ
め
な
ど
、
い
じ
め
の
問
題
は
存
在
す
る
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

防
衛
省
は
詳
細
を
把
握
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
い
じ
め
に
よ
る
自
殺
は
右
答
弁
に
あ
る
五
つ
の
区
分
の
う
ち
ど
れ
に
分
類
さ

れ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
過
去
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
四
三
号
）
で
は
、
「
『
い
じ
め
』
と
は
、
一
般
に
、

弱
い
者
を
苦
し
め
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
、
『
病
苦
』
、

『
借
財
』
、
『
家
庭
問
題
』
、
『
職
務
』
、
『
そ
の
他
・
不
明
』
と
い
う
区
分
に
整
理
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
お
尋
ね
の
『
い
じ
め
』
が
い
ず
れ
の
区
分
に
整
理
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
平
成
十
一
年
に
発
生
し
た
、
海
上
自
衛
隊
佐
世
保
基
地
の
護
衛
艦
さ
わ
ぎ
り
艦
内
で

当
時
二
十
一
歳
の
三
等
海
曹
が
自
殺
し
た
事
件
に
関
し
、
一
昨
年
八
月
二
十
五
日
の
福
岡
高
等
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
、
同

事
件
に
係
る
防
衛
省
の
責
任
が
認
め
ら
れ
、
福
岡
高
裁
は
同
省
に
対
し
て
、
三
等
海
曹
の
ご
遺
族
へ
の
賠
償
を
命
じ
て
い

二



る
。
三
等
海
曹
の
ご
遺
族
か
ら
も
当
方
は
直
接
話
を
聞
い
て
い
る
が
、
三
等
海
曹
が
自
ら
死
を
選
ぶ
ほ
ど
精
神
的
に
追
い
つ

め
ら
れ
て
い
た
原
因
は
、
上
司
に
よ
る
過
酷
な
い
じ
め
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
自
衛
官
・
防
衛
省
関

係
者
の
自
殺
の
原
因
の
う
ち
、
い
じ
め
に
よ
る
自
殺
が
最
も
深
刻
で
、
自
衛
隊
、
ひ
い
て
は
防
衛
省
と
い
う
組
織
に
お
け

る
、
最
も
根
深
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
前
自
民
・
公
明
政
権
に
お
い
て
は
、
右
答
弁
に
あ
る
様
に
、
い
じ
め
が
自
衛

官
・
防
衛
省
関
係
者
の
自
殺
に
ど
の
様
に
関
係
し
て
い
る
か
、
詳
細
な
調
査
を
す
る
こ
と
も
な
く
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
意
欲
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」
や
「
命
を
守
り
た
い
」
等
の
文
言
を
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
と
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
発
足
後
、
自
衛
官
・
防
衛
省
関
係
者
の
自
殺
問
題
と
い
じ
め
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
防

衛
省
と
し
て
徹
底
し
た
調
査
を
し
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
考
え
は
あ
る
か
。

四

自
衛
官
・
防
衛
省
関
係
者
の
人
権
を
国
会
の
責
任
で
守
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
軍
事
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
対
す
る
防
衛

省
の
見
解
如
何
。

五

軍
事
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
ド
イ
ツ
等
の
国
々
で
、
兵
士
の
待
遇
改
善
や
い
じ
め
問
題
の
解
決
等
を

目
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
。
防
衛
省
と
し
て
、
右
制
度
を
我
が
国
に
お
い
て
も
導
入
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


